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民
間
の
特
性
や
能
力
を
活
用

　

指
定
管
理
者
制
度
は
、
公
の
施

設
の
管
理
を
民
間
企
業
や
外
郭
団

体
、 
Ｎ 
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
行
い
、
そ
の

※

特
性
や
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
で

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
、
行
政

コ
ス
ト
な
ど
の
経
費
削
減
を
図
る

た
め
に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
す
。

公
立
保
育
園
が
抱
え
る
課
題

　

現
在
、
市
の
公
立
保
育
園
は　
１４

園
で
、
本
年
度
は
９
８
１
人
の
子

ど
も
た
ち
が
、
元
気
に
通
園
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
合
併
後
間
も

な
い
公
立
保
育
園
の
運
営
に
は
、

い
く
つ
か
の
課
題
も
あ
り
ま
す
。

①
公
立
の
割
合
が
大
き
い

　

市
内
の
保
育
園
は
、
公
立
が　
１４

園
で
私
立
が
２
園
で
す
。
こ
れ
は

県
内
の
他
市
の
状
況
と
比
べ
て
、

公
立
の
カ
バ
ー
し
て
い
る
割
合
が

大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

②
運
営
に
多
く
の
保
育
士
が
必
要

　

小
学
校
入
学
前
の
子
ど
も
の
人

数
に
対
し
て
、
公
立
保
育
園
の
数

が
多
い
状
況
。
市
内
の
保
育
園
の

規
模
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

す
べ
て
の
保
育
園
で
、
国
の
定
め

る
保
育
士
の
人
数
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
結
果
的
に
市
全

体
で
は
、
保
育
士
の
必
要
人
数
が

　市では、現在の保育サービスを維持していく方法として、大規模な保

育園の管理運営を、民間保育園または民間幼稚園を運営している法人に

移行する指定管理者制度の導入を選択しました。

　現在、公立保育園１４園のうち、規模が大きな５つの保育園（城ヶ丘保

育園、長島保育園、岩村保育園、山岡保育園、明智保育園）を段階的に

移行する計画を策定しています。このうち、城ヶ丘保育園は、１年間の

引き継ぎ期間の後、平成２２年４月から指定管理者制度を導入することで

進めています。

□問い合わせ　子育て支援課児童施設係（内線２２９）

特集【保育園の指定管理者制度】

指定管理に

多
い
運
営
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
保
育
士
の
正
規
職
員
数
が
減
少

　

市
で
は
、
職
員
数
を
削
減
す
る

適
正
化
計
画
を
立
て
て
お
り
、
保

育
士
の
新
規
採
用
も
行
っ
て
い
な

い
た
め
、
正
規
職
員
の
数
は
年
々

減
少
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
保
育
士
の
配
置
数
は

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
日
々
雇
用
職
員
に
よ
る
配
置

を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在

で
は
、
そ
の
割
合
が
ほ
ぼ
同
数
程

度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

④
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
維
持

　

現
在
、
市
で
は
職
員
数
や
公
共

施
設
数
の
適
正
化
な
ど
に
よ
り
、

予
算
の
適
正
規
模
を
目
指
す
取
り

組
み
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
、
公
立
保
育
園
も
同
様
に
限
ら

れ
た
財
源
の
中
で
、
市
の
保
育

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
て
い
く
方
法

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑤
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

　

こ
れ
ま
で
、
低
年
齢
児
保
育
や

平
日
の
延
長
保
育
、
土
曜
日
の
一

日
保
育
、
障
が
い
児
保
育
に
必
要

な
保
育
士
の
配
置
な
ど
、
保
育

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
っ
て
き
ま

し
た
。
今
後
も
、
ま
す
ま
す
多
様

化
す
る
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き

る
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※ＮＰＯ＝ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」をいい、株式会社などの営利企業とは違って「利益追求のためではなく、社会的
　な使命の実現を目指して活動する組織や団体」のこと。

城ヶ丘保育園を
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サ
ー
ビ
ス
維
持
へ
の
選
択
肢

　

公
立
保
育
園
を
効
率
的
に
運
営

し
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
て

い
く
た
め
の
選
択
肢
は
、
統
合
や

民
営
化
、
運
営
方
法
の
変
更
な
ど

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

統
合
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
見

直
し
た
行
財
政
改
革
の
行
動
計
画

で
「
１
町
１
園
を
基
本
と
し
て
保

育
園
の
統
合
に
つ
い
て
調
査
研
究

を
進
め
る
」
と
、
今
後
の
取
り
組

み
方
針
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
地
域
の
合
意
や
整
備
が

必
要
な
施
設
も
あ
る
た
め
、
早
急

な
課
題
解
決
に
至
ら
な
い
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。

　

公
立
保
育
園
の
民
営
化
に
つ
い

て
は
、
県
内
の
多
く
の
自
治
体

で
、
公
立
保
育
園
を
民
間
法
人
に

移
譲
す
る
方
式
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
方
法
は
、
国
や
県
か

ら
の
財
政
支
援
が
受
け
ら
れ
、
財

政
面
で
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
民
間
保
育
園
の
特

性
で
あ
る
柔
軟
性
、
迅
速
性
を
生

か
し
た
対
応
が
発
揮
さ
れ
や
す
い

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
保
育
園
を
移
譲
し
て

し
ま
う
と
運
営
に
つ
い
て
市
の
関

与
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
保

育
内
容
な
ど
に
市
の
方
針
が
反
映

▲元気いっぱいで遊びまわる城ヶ丘保育園の子どもたちと保育士

さ
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。

市
が
責
任
者
の
制
度
を
導
入

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
市
で
は

設
置
主
体
が
市
の
ま
ま
で
あ
る
指

定
管
理
者
制
度
の
導
入
を
選
択
。

こ
の
制
度
は
、
保
育
園
の
管
理
者

責
任
を
市
に
残
す
た
め
、
現
在
と

同
様
な
環
境
を
維
持
で
き
ま
す
。

　

こ
の
方
針
を
基
に
、
制
度
の
導

入
に
つ
い
て
検
討
す
る
「
公
立
保

育
園
指
定
管
理
者
制
度
導
入
等
検

討
委
員
会
」
を
設
置
。
そ
こ
で
、

将
来
に
わ
た
り
安
定
的
な
保
育
を

継
続
で
き
る
望
ま
し
い
姿
に
つ
い

て
検
討
を
重
ね
ま
し
た
。
同
時

に
、　

園
の
保
護
者
の
方
へ
の
説

１４

明
会
を
実
施
し
、
多
く
の
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
保
護
者
の
視
点
を
参

考
に
、
制
度
を
導
入
す
る
た
め
の

方
法
を
具
体
化
。
そ
の
結
果
、
最

低
条
件
と
し
て
「
保
育
の
質
の
確

保
」「
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
」

「
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
落
さ
な
い
コ

ス
ト
縮
減
の
実
現
」「
引
き
継
ぎ
期

間
の
確
保
」「
利
益
を
追
求
し
な
い

公
益
法
人
に
限
定
す
る
」
な
ど
の

意
見
を
基
に
指
定
管
理
者
制
度
導

入
に
当
た
っ
て
の
城
ヶ
丘
保
育
園

の
保
育
内
容
（
５�
上
段
）
を
ま

と
め
ま
し
た
。
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少
子
化
対
策
で
あ
れ
ば
、

　
　
　

出
産
か
ら
子
育
て
ま
で

を
、
市
が
責
任
を
も
っ
て
管
理
し

て
ほ
し
い
。

　
　
　

現
在
、
市
と
し
て
さ
ま
ざ

　
　
　

ま
な
少
子
化
対
策
を
展

開
し
な
が
ら
、
児
童
の
健
全
な
育

成
に
努
め
て
い
ま
す
。
そ
の
責

務
を
し
っ
か
り
と
行
う
た
め
に
、

保
育
園
の
運
営
を
安
定
的
に
継

続
で
き
る
制
度
を
導
入
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　

子
ど
も
を
預
け
る
親
と

　
　
　

し
て
、
市
立
か
ら
民
営
化

と
な
る
こ
と
で
、
今
ま
で
の
よ
う

実
績
あ
る
法
人
限
定
で
公
募

　

国
の
規
制
緩
和
に
よ
り
、
従
来

は
地
方
公
共
団
体
や
社
会
福
祉
法

人
に
限
定
さ
れ
て
い
た
許
可
保
育

所
の
運
営
に
、
株
式
会
社
や
学
校

法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
参
入
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
「
利
益
を
追
及
し
な
い

公
益
法
人
に
限
定
す
る
」
と
「
運

営
実
績
が
あ
り
、
安
心
し
て
子
ど

も
を
預
け
ら
れ
る
」
と
い
う
観
点

か
ら
、
県
内
で
保
育
所
や
幼
稚
園

を
運
営
し
て
い
る
社
会
福
祉
法
人

や
学
校
法
人
、
市
内
で
児
童
福
祉

施
設
を
運
営
し
て
い
る
社
会
福
祉

法
人
に
限
定
し
て
、
指
定
管
理
者

を
公
募
。
３
法
人
か
ら
の
申
請
が

あ
り
ま
し
た
。
現
在
、
保
護
者
会

の
代
表
者
や
学
識
経
験
者
と
と
も

に
、
安
定
し
た
運
営
を
任
す
こ
と

が
で
き
る
法
人
を
選
定
す
る
作
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

引
き
継
ぎ
期
間
は
１
年
間
で

　

城
ヶ
丘
保
育
園
で
は
、
平
成　
２２

年
４
月
の
指
定
管
理
者
制
度
へ
の

移
行
時
に
、
そ
れ
ま
で
子
ど
も
た

ち
を
保
育
し
て
き
た
保
育
士
が
、

法
人
の
保
育
士
に
入
れ
替
わ
る
こ

と
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
影
響

を
軽
減
す
る
た
め
に
引
き
継
ぎ
期

間
を
設
け
ま
す
。

　

期
間
は
、
４
月
１
日
か
ら
来
年

３
月　

日
ま
で
の
１
年
間
。
一
度

３１

に
職
員
が
入
れ
替
わ
ら
な
い
配
慮

と
と
も
に
、
保
育
内
容
や
計
画
、

行
事
な
ど
を
法
人
職
員
に
引
き
継

ぐ
期
間
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う

に
し
ま
す
。

委
員
会
で
保
育
を
チ
ェ
ッ
ク

　

指
定
管
理
者
決
定
後
に
、
保
護

者
会
代
表
と
指
定
管
理
者
、
市
の

三
者
に
よ
る
城
ヶ
丘
保
育
園
運
営

委
員
会
を
設
置
し
ま
す
。
委
員
会

で
は
、
引
き
継
ぎ
期
間
や
移
行
後

の
保
育
内
容
と
課
題
の
改
善
に
努

め
ま
す
。
ま
た
施
設
の
運
営
状
況

を
専
門
的
・
客
観
的
に
評
価
す
る

第
三
者
評
価
事
業
を
実
施
し
、
保

育
内
容
の
評
価
や
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
へ
の
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
常
に
安
心
し
て

子
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
保
育
環
境

を
継
続
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
を

進
め
ま
す
。

残
り
４
園
も
段
階
的
に
移
行

　

城
ヶ
丘
保
育
園
で
の
指
定
管
理

に
よ
る
運
営
状
況
を
検
証
し
、
残

り
４
園
（
長
島
・
岩
村
・
山
岡
・

明
智
保
育
園
）
の
移
行
を
段
階
的

に
進
め
ま
す
。

しし
まま
うう
ここ
とと
がが
心心
配配
でで
すす

保
護
者
の
方
々
へ
の
説
明
会
の
中
で
出
さ
れ
た
、

保
護
者
の
方
々
へ
の
説
明
会
の
中
で
出
さ
れ
た
、

主
な
質
問
と
そ
の
回
答
を
紹
介
し
ま
す
。

主
な
質
問
と
そ
の
回
答
を
紹
介
し
ま
す
。

▲城ヶ丘保育園（大井町）

な
保
育
の
安
定
が
望
め
る
の
か

不
安
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

保
育
園
が
指
定
管
理
者

　
　
　

制
度
に
移
行
し
て
も
、
市

が
責
任
者
の
公
立
の
ま
ま
で
す
。

一
般
的
な
民
営
化
と
は
異
な
り

ま
す
。
今
ま
で
同
様
に
、
市
が
責

任
を
持
っ
て
保
育
の
運
営
を
継

続
す
る
た
め
の
最
善
の
方
法
が
、

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
　
　

指
定
管
理
者
に
な
る
と

　
　
　

先
生
が
変
わ
り
、
知
ら
な

い
先
生
ば
か
り
の
中
で
、
子
ど
も

が
過
ご
せ
る
か
心
配
で
す
。

　
　
　

引
き
継
ぎ
期
間
を
設
け
、

　
　
　

保
育
士
が
変
わ
る
こ
と

で
、
子
ど
も
た
ち
の
負
担
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
十
分
な
対
応
を
行

い
ま
す
。
ま
た
引
き
継
ぎ
期
間

終
了
後
も
、
保
護
者
、
指
定
管
理

者
、
市
の
三
者
で
信
頼
し
合
え
る

保
育
園
に
し
ま
す
。

　
　
　

委
託
後
に
、
人
件
費
を
抑

　
　
　

え
る
と
い
う
理
由
で
、
若

い
先
生
だ
け
に
な
ら
な
い
か
心

配
で
す
。

　
　
　

保
育
士
の
年
齢
（
経
験
年

　
　
　

数
）
配
置
に
も
配
慮
い
た

だ
く
よ
う
に
、
指
定
管
理
の
保
育

答答問問

答答問問

問問

答答問問答答

先先
生生
がが
変変
わわ
っっ
てて

5　2009.3.1

①
市
が
保
育
の
実
施
を
認
め
た

児
童
（
障
が
い
児
を
含
む
）
の

保
育
。

②
配
置
す
る
職
員
は
、
園
長

（
実
務
経
験　

年
以
上
、
専

２０

特集【保育園の指定管理者制度】

内
容
に
記
載
し
ま
す
。

　
　
　

保
育
園
の
先
生
の
引
き

　
　
　

継
ぎ
期
間
や
障
が
い
児

へ
の
対
応
を
、
も
っ
と
詳
し
く
聞

か
せ
て
ほ
し
い
。

　
　
　

引
き
継
ぎ
期
間
に
つ
い

　
　
　

て
は
、
１
年
間
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
保
育
の

内
容
や
年
間
行
事
な
ど
に
つ
い

て
、
現
在
の
保
育
士
か
ら
し
っ
か

り
伝
え
る
時
間
を
確
保
し
ま
す
。

引
き
継
ぎ
期
間
中
も
、
保
護
者
の

方
か
ら
の
意
見
を
い
た
だ
き
、
運

営
す
る
指
定
管
理
者
に
伝
え
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
障

が
い
児
保
育
に
つ
い
て
は
、
現
在

▲長島保育園（長島町）

▲岩村保育園（岩村町）

▲山岡保育園（山岡町）

▲明智保育園（明智町）

指定管理者制度を導入する予定の保育園

と
変
わ
ら
ず
対
応
し
て
い
き
ま

す
。　

　
　
　

保
育
園
の
運
営
を
民
間

　
　
　

に
委
託
す
る
と
、
ち
ょ
っ

と
手
の
掛
か
る
子
ど
も
は
、
入
園

を
拒
否
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
　
　

現
在
の
保
育
園
と
同
様

　
　
　

に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
入
園
の
決
定
は
、
市
が
行
い

ま
す
。
公
立
保
育
園
と
し
て
、
市

が
多
方
面
に
わ
た
り
、
責
任
者
と

し
て
管
理
監
督
を
行
い
ま
す
。　

　
　
　

現
在
の
保
育
料
は
、
指
定

　
　
　

管
理
に
な
る
と
増
え
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
で
す
か
。

　
　
　

保
育
料
は
、
指
定
管
理
者

　
　
　

制
度
に
移
行
し
て
も
、
現

在
と
同
じ
基
準
で
保
育
料
を
算

定
し
ま
す
。　　
　

　
　
　

今
後
、
財
政
難
で
補
助
金

　
　
　

が
減
ら
さ
れ
た
と
し
て
、

保
育
や
給
食
な
ど
の
質
の
低
下

は
、
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
と
気

掛
か
り
で
す
。

　
　
　

指
定
管
理
料
は
、
国
基
準

　
　
　

の
保
育
単
価
を
園
児
数

に
応
じ
て
支
払
う
た
め
、
運
営
に

必
要
な
経
費
は
確
保
さ
れ
ま
す
。

園
児
一
人
一
人
に
必
要
な
教
材

費
や
給
食
費
な
ど
は
、
国
の
基
準

通
り
と
な
り
ま
す
。

問問答答

問問答答問問

答答問問答答

現在の現在の保保育育内内容容をを継継承承
指定管理者制度による保育の内容―城指定管理者制度による保育の内容―城ヶヶ丘丘保育園保育園

任
）、
主
任
保
育
士
（
実
務

経
験　

年
以
上
）、
ク
ラ

１５

ス
担
任
保
育
士
（
配
置
は

最
低
基
準
を
遵
守
）、
障

が
い
児
担
当
保
育
士
（
市

が
必
要
と
認
め
た
人
数
）、

調
理
員
、
看
護
師
と
し
ま

す
。
ま
た
園
長
と
主
任
保

育
士
を
除
く
常
勤
保
育
士

の
２
分
の
１
以
上
は
、
保

育
士
と
し
て
の
実
務
経
験

５
年
以
上
の
も
の
と
し
ま

す
。

③
指
定
期
間
中
は
、
職
員

の
安
定
的
、
継
続
的
な
雇

用
に
努
め
ま
す
。

④
職
員
研
修
は
、
ほ
か
の

公
立
保
育
園
と
同
程
度
の

研
修
を
受
講
し
ま
す
。

⑤
保
育
内
容
は
、
原
則
、

現
在
の
城
ヶ
丘
保
育
園
の

保
育
目
標
な
ど
を
継
承
し

ま
す
。
ま
た
年
間
行
事
に

指
定
管
理
者
で
構
成
す
る

「
城
ヶ
丘
保
育
園
運
営
委

員
会
」
を
設
置
し
、
定
期

的
に
開
催
し
ま
す
。

⑨
保
育
内
容
の
引
き
継
ぎ

を
行
う
た
め
、
４
月
１
日

か
ら
来
年
３
月　

日
ま
で

３１

の
間
、
法
人
か
ら
主
任
保

育
士
、
ク
ラ
ス
担
任
、
障

が
い
児
担
当
保
育
士
、
調

理
員
を
派
遣
し
ま
す
。
ま

た
当
該
職
員
は
、
指
定
管

理
期
間
も
引
き
続
き
、

城
ヶ
丘
保
育
園
に
勤
務
し

ま
す
。

⑩
指
定
管
理
期
間
は
、
前

年
の
９
月
に
新
入
園
児
を

対
象
と
し
た
、
入
園
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

⑪
引
き
継
ぎ
期
間
を
含
む

指
定
管
理
期
間
は
、
第
三

者
評
価
を
受
け
ま
す
。
た

だ
し
、
第
三
者
評
価
事
業

に
か
か
る
経
費
は
、
市
が
負
担

し
ま
す
。

⑫
保
育
所
保
育
指
針
を
遵
守

し
、
安
定
的
な
保
育
環
境
の
維

持
に
努
め
ま
す
。

つ
い
て
も
、
同
様
に
継
承
し
ま

す
。

⑥
給
食
は
、
原
則
と
し
て
市
が

作
成
す
る
統
一
献
立
に
よ
り
、

園
で
調
理
し
ま
す
。

⑦
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
の
児
童
に

対
し
て
は
、
個
々
の
状
況
に
応

じ
て
、
で
き
る
限
り
の
対
応
と

配
慮
に
努
め
ま
す
。

⑧
保
護
者
代
表
、
行
政
代
表
、


